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平成28年第４回松野町議会定例会
　平成28年第４回松野町議会定例会が12月13日㈫に招集され、提出議案などが審議されました。主な内容は次のと
おりです。

平成28年度松野町一般会計補正予算（第５号）
補正額：６万２千円（補正後の予算：35億2754万８千円）
　人事院勧告分として、一般職65名に係る給料、職員手当等計476万６千円のほか、特別職及び議員に係る期末手当
40万９千円をそれぞれ追加し、人事異動などに伴う調整として、一般職の給料、職員手当等、共済費及び他会計繰
出金など、511万３千円を減額。
平成28年度松野町国民健康保険特別会計補正予算（第３号）
補正額：△754万３千円（補正後の予算：６億9352万８千円）
　人事院勧告分として、一般職２名に係る給料５万５千円、職員手当等７万６千円をそれぞれ追加し、人事異動及
び会計異動等に伴う調整により、人件費767万４千円を減額。
平成28年度松野町国民健康保険中央診療所特別会計補正予算（第１号）
補正額：305万円（補正後の予算：２億8605万円）
　人事院勧告分として、医師２名及び一般職10名に係る給料50万６千円と職員手当等127万２千円を追加し、その他
人事異動などに伴う調整により、人件費127万２千円を追加。
平成28年度松野町簡易水道特別会計補正予算（第１号）
補正額：13万８千円（補正後の予算：8513万８千円）
　人事院勧告分として、一般職１名に係る職員手当等及び共済費、計13万８千円を追加。
平成28年度松野町介護保険特別会計補正予算（第３号）
補正額：96万５千円（補正後の予算：７億6366万４千円）
　人事院勧告分として、一般職３名に係る給料、職員手当等計19万５千円を追加するほか、人事異動による調整に
より人件費77万円を追加。
平成28年度松野町一般会計補正予算（第６号）
補正額：5575万８千円（補正後の予算：35億8330万６千円）
４款衛生費�☞塵芥処理費に、現在、宇和島地区広域事務組合において、宇和島市に整備している「ごみ処理施設」が、

来年度から稼働するに当たり、ごみの分別方法を変更する必要があることから、新しいごみ袋の整備に
要する経費として、消耗品費382万７千円を追加。

６款農林水�産業費☞担い手育成対策費に、県補助金の内示を受けたことにより、認定農業者が整備する高性能農業
用機械１台の導入経費に対し、補助金による支援を行うため、認定農業者経営改善支援事業費補助金74
万１千円を計上。

７款商工費 ☞観光費に、観光交流人口の増大等による地域活性化を図るため、本町の観光施設運営をはじめ、観光
交流事業を総合的に推進する仮称「観光事業振興法人」を、町が主体となって設立するための経費として、
消耗品費２万円のほか、登記委託料53万９千円と出資金5,000万円を計上。

10款教育費 ☞保健体育総務費に、第51回愛媛県クラブ対抗駅伝競争大会が、平成29年３月に本町において開催され
ることに伴い、報償費、使用料及び賃借料などの大会開催経費63万１千円を計上。

報告
　　松野町教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価等の報告について
承認
　　専決処分について
　　　和解及び損害賠償の額を定めること
　　　松野町議会議員に対する期末手当支給条例の一部を改正する条例
　　　特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例
　　　松野町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
　　　平成28年度松野町一般会計補正予算（第５号）
　　　平成28年度松野町国民健康保険特別会計補正予算（第３号）
　　　平成28年度松野町国民健康保険中央診療所特別会計補正予算（第１号）
　　　平成28年度松野町簡易水道特別会計補正予算（第１号）
　　　平成28年度松野町介護保険特別会計補正予算（第３号）
　　　▼原案どおり承認されました。
議案
　　松野町税条例の一部を改正する条例について
　　松野町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について
　　松野町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について
　　平成28年度松野町一般会計補正予算（第６号）
　　　▼原案どおり可決されました。
諮問
　　松野町人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて
　　　▼関本留美子氏の推薦に同意されました。

補正予算の概要補正予算概要
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一般質問
森
岡
　
健
治
　
議
員

◎
農
林
業
振
興
と
活
性
化
対
策
に
つ
い
て

　
少
子
高
齢
化
・
過
疎
化
が
進
み
、
基
幹
産
業
で
あ
る
農
林

業
の
分
野
に
お
い
て
も
、
後
継
者
問
題
や
担
い
手
不
足
に
よ

る
耕
作
放
棄
地
や
、
間
伐
作
業
等
が
長
期
間
実
施
さ
れ
て
い

な
い
荒
廃
し
た
山
々
が
、年
々
増
加
し
て
い
る
現
状
に
あ
る
。

本
町
で
も
、
手
厚
い
農
林
業
施
策
が
国
の
指
導
の
下
、
実
施

さ
れ
て
い
る
こ
と
と
思
わ
れ
る
が
、
現
状
と
そ
の
効
果
に
つ

い
て
、
ど
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
の
か
、
ま
た
、
こ
れ

か
ら
の
農
林
業
を
支
え
て
い
く
農
林
公
社
や
、
諸
問
題
を
抱

え
て
い
る
土
地
改
良
区
、
森
林
組
合
等
関
係
組
織
と
の
連
携

強
化
と
、
地
域
お
こ
し
協
力
隊
・
認
定
農
業
者
な
ど
の
担
い

手
と
の
関
わ
り
方
等
、
こ
れ
か
ら
の
農
林
業
分
野
に
お
け
る

活
性
化
対
策
の
取
組
み
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
に
考
え
ら
れ

て
い
る
の
か
伺
い
た
い
。

町
長
答
弁

　

本
町
の
基
幹
産
業
で
あ
る
農
林
業
は
、
様
々
な
課
題
を
抱

え
て
い
ま
す
。
生
産
農
家
の
高
齢
化
と
後
継
者
不
足
、
鳥
獣

被
害
の
増
加
と
耕
作
放
棄
地
の
拡
大
、
ま
た
農
業
は
天
候
不

順
や
自
然
災
害
な
ど
の
影
響
を
受
け
や
す
く
、
更
に
近
年
は

米
価
の
大
幅
な
下
落
が
農
家
の
生
産
意
欲
を
低
下
さ
せ
て
お

り
、
農
業
と
と
も
に
存
続
し
て
き
た
地
域
社
会
そ
の
も
の
に

多
大
な
影
響
を
与
え
て
い
る
と
言
え
ま
す
。
ま
た
、
林
業
に

つ
い
て
も
、
木
材
価
格
低
迷
の
中
で
手
入
れ
が
行
き
届
か
ず
、

山
林
の
荒
廃
が
進
行
し
て
い
く
中
、
森
林
組
合
等
を
中
心
と

し
て
施
業
の
集
約
化
と
効
率
化
を
進
め
て
お
り
、
適
切
な
間

伐
を
推
進
す
る
と
と
も
に
、
販
路
拡
大
、
有
利
販
売
な
ど
の

対
策
に
取
り
組
ま
れ
て
い
ま
す
が
、
農
業
以
上
に
担
い
手
の

確
保
、
育
成
が
困
難
で
あ
り
、
今
後
の
森
林
資
源
の
維
持
活

用
に
向
け
た
集
中
的
な
取
組
み
が
更
に
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

一
般
質
問

　

本
町
に
お
い
て
も
、
基
幹
産
業
で
あ
る
農
林
業
を
何
と
か

し
て
振
興
し
よ
う
と
、
長
年
に
わ
た
り
諸
施
策
を
展
開
し
て

き
ま
し
た
。
早
く
か
ら
取
り
組
ん
だ
県
営
農
地
開
発
事
業
及

び
県
営
ほ
場
整
備
事
業
を
は
じ
め
、
茶
、
桃
、
梅
な
ど
特
産

作
目
の
導
入
と
そ
の
品
質
向
上
、
そ
し
て
販
路
開
拓
、
新
規

就
農
者
の
育
成
と
認
定
農
業
者
支
援
等
に
よ
る
担
い
手
育
成

対
策
の
推
進
、
更
に
は
有
害
鳥
獣
被
害
の
解
消
に
向
け
た
先

進
的
な
取
組
み
、
そ
し
て
水
田
農
業
の
振
興
な
ど
、
時
代
に

応
じ
て
諸
施
策
を
実
施
し
ま
し
た
。
国
や
県
の
補
助
事
業
を

最
大
限
に
活
用
し
、
ハ
ー
ド
事
業
と
ソ
フ
ト
事
業
を
組
合
わ

せ
た
環
境
整
備
と
省
力
化
推
進
、
補
助
及
び
支
援
制
度
の
活

用
、
新
し
い
組
織
や
仕
組
み
づ
く
り
に
よ
る
受
皿
づ
く
り
、

関
係
機
関
と
の
緊
密
な
連
携
と
協
力
体
制
の
構
築
な
ど
、
あ

ら
ゆ
る
方
法
を
と
っ
た
結
果
、
一
定
の
成
果
を
あ
げ
る
こ
と

は
で
き
た
と
考
え
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
こ
こ
ま
で
人
口
減

少
や
担
い
手
不
足
が
進
み
、
地
域
の
活
力
が
低
下
す
る
と
、

将
来
の
展
望
は
明
る
い
と
は
言
い
が
た
い
状
況
で
す
。更
に
、

国
が
主
導
す
る
農
政
改
革
は
、
市
場
経
済
を
農
業
分
野
に
導

入
し
、
ス
ケ
ー
ル
メ
リ
ッ
ト
に
よ
っ
て
生
産
性
を
上
げ
て
海

外
と
の
競
争
力
を
高
め
て
い
こ
う
と
す
る
も
の
で
、
こ
の
方

向
性
が
本
町
の
よ
う
な
零
細
農
家
や
兼
業
農
家
の
多
い
中
山

間
地
域
で
果
た
し
て
実
現
可
能
な
の
か
、
ま
だ
ま
だ
不
透
明

な
部
分
が
多
い
と
感
じ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
た
め
、「
森
の
国
総
合
戦
略
」
に
よ
る
農
業
再
生
、

農
地
有
効
活
用
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
町
政
の
最
重
点
施
策
に
位

置
付
け
、
松
野
町
に
本
当
に
相
応
し
い
農
業
の
在
り
方
、
特

産
作
目
を
は
じ
め
と
す
る
農
業
振
興
施
策
の
展
開
方
法
、
担

い
手
の
確
保
や
農
地
の
保
全
の
方
法
な
ど
、
一
つ
ひ
と
つ
に

道
筋
を
つ
け
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
ま
た
、
本
町

の
農
業
の
中
核
を
担
う
農
林
公
社
の
役
割
は
今
後
ま
す
ま
す

大
き
く
な
り
、
大
株
主
で
あ
る
町
し
て
も
必
要
な
指
導
、
支

援
は
惜
し
ま
な
い
考
え
で
す
。
ま
た
、
土
地
改
良
区
に
つ
き

ま
し
て
は
、
基
本
的
な
存
在
意
義
、
社
会
的
役
割
等
を
見
直

し
、
新
規
事
業
の
導
入
を
進
め
る
な
ど
組
織
の
抜
本
的
な
再

生
を
図
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

　

林
業
の
分
野
で
は
、
木
質
バ
イ
オ
マ
ス
の
活
用
の
モ
デ
ル

で
あ
る
「
森
の
国
ま
き
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
」
の
取
組
み
を
足
が

か
り
と
し
て
、
森
林
の
整
備
に
目
を
向
け
る
環
境
を
作
り
、

森
林
組
合
等
と
の
連
携
に
よ
っ
て
森
林
経
営
計
画
を
樹
立

し
、
町
有
林
を
含
め
た
対
策
を
強
化
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
各
組
織
、
団
体
に
お
い
て
現
状
に

対
す
る
危
機
感
を
持
っ
て
適
切
に
検
討
を
加
え
、
実
施
に
向

け
た
取
組
み
が
な
さ
れ
て
い
る
と
認
識
し
て
お
り
、
町
と
し

て
も
効
果
的
な
支
援
に
努
め
、
十
分
に
連
携
を
と
っ
て
基
幹

産
業
で
あ
る
農
林
業
の
振
興
に
努
力
す
る
考
え
で
す
。

　

更
に
、
新
た
な
担
い
手
と
し
て
期
待
さ
れ
て
い
る
地
域
お

こ
し
協
力
隊
の
就
農
へ
の
道
筋
を
着
実
な
も
の
と
し
、
地
域

農
業
を
リ
ー
ド
す
る
認
定
農
業
者
と
の
連
携
に
よ
っ
て
多
様

な
担
い
手
を
確
保
し
、
後
継
者
の
あ
る
べ
き
姿
を
少
し
ず
つ

確
実
な
形
に
し
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
考
え
、
そ
の

動
き
に
対
し
て
積
極
的
に
支
援
を
行
っ
て
い
き
ま
す
。

　

農
家
が
農
業
で
収
益
を
上
げ
て
、
そ
れ
で
生
活
を
し
て
い

く
と
い
う
単
純
明
快
で
は
あ
り
ま
す
が
、
全
国
的
に
非
常
に

困
難
な
課
題
に
対
し
て
、
本
町
が
ど
の
よ
う
な
解
決
策
を
見

出
し
て
い
く
の
か
、
た
だ
単
に
経
済
効
率
を
追
い
求
め
る
だ

け
の
農
業
で
は
、
条
件
の
整
っ
た
大
規
模
産
地
や
海
外
に
太

刀
打
ち
は
で
き
ま
せ
ん
。
本
町
の
よ
う
な
中
山
間
地
域
だ
か

ら
こ
そ
実
現
で
き
る
農
業
の
ス
タ
イ
ル
を
確
立
し
な
く
て
は

な
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
、
長
年
培
わ
れ
て
き
た
技
術
や
経
験

を
活
か
し
つ
つ
、
新
し
い
作
目
、
新
し
い
担
い
手
、
新
し
い

発
想
を
常
に
視
野
に
入
れ
て
取
り
組
ん
で
い
く
こ
と
で
、
具

現
化
し
て
い
く
も
の
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
に

は
、
現
場
の
声
を
聞
き
な
が
ら
、
積
極
的
な
探
求
心
を
も
っ

て
、
必
要
な
時
間
と
コ
ス
ト
を
か
け
て
、
松
野
型
の
営
農
モ

デ
ル
の
実
現
に
取
り
組
む
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
て
い

ま
す
。
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森 の国だより

祝　成　人　式

　

１
月
３
日
㈫
、
町
民
セ
ン
タ
ー
で
成
人
式
が
行
わ
れ

ま
し
た
。

　

今
年
の
新
成
人
（
平
成
８
年
４
月
２
日
か
ら
平
成
９

年
４
月
１
日
生
ま
れ
）
は
、
本
町
で
は
44
名
が
対
象
と

な
り
、
そ
の
う
ち
35
名
が
出
席
し
て
、
成
人
式
が
挙
行

さ
れ
ま
し
た
。
新
成
人
の
皆
さ
ん
は
、
初
々
し
い
ス
ー

ツ
や
、
艶
や
か
な
振
袖
に
身
を
包
み
、
会
場
を
華
や
か

に
彩
っ
て
い
ま
し
た
。

　

式
典
で
は
、
坂
本
町
長
が
、「
希
望
を
失
わ
ず
、
失
敗

を
恐
れ
ず
、
自
分
を
信
じ
て
前
を
向
い
て
歩
け
ば
、
必

ず
社
会
は
君
た
ち
を
応
援
し
て
く
れ
る
。」
と
エ
ー
ル
を

送
り
ま
し
た
。
こ
の
他
に
も
、
板
尾
議
長
や
県
知
事
か

ら
激
励
と
お
祝
い
の
言
葉
が
送
ら
れ
ま
し
た
。

　

ま
た
、
新
成
人
は
一
人
ひ
と
り
が
壇
上
で
近
況
や
抱

負
を
発
表
し
、成
人
者
を
代
表
し
藤
原
隆
己
さ
ん
が
「
失

敗
を
恐
れ
ず
立
ち
向
か
っ
て
い
く
勇
気
、
そ
し
て
、
人

心
緑
化
の
精
神
を
忘
れ
ず
、
郷
土
の
未
来
を
築
く
担
い

手
と
し
て
期
待
と
信
頼
が
得
ら
れ
る
よ
う
努
力
し
た

い
」
と
誓
い
の
言
葉
を
述
べ
ま
し
た
。

　

式
典
終
了
後
、
記
念
撮
影
や
虹
の
森
公
園
レ
ス
ト
ラ

ン
遊
鶴
羽
に
移
動
し
懇
親
会
が
行
わ
れ
、
参
加
し
た
皆

さ
ん
は
、
久
し
ぶ
り
に
会
う
級
友
や
恩
師
と
の
会
話
も

弾
み
、
ふ
る
さ
と
で
の
楽
し
い
ひ
と
と
き
を
過
ご
し
て

い
ま
し
た
。

　

新
成
人
の
皆
さ
ん
、
大
人
の
自
覚
と
責
任
を
持
っ
て

大
い
に
飛
躍
し
て
く
だ
さ
い
。
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森 の国だより

門
締
め
作
り
教
室

門
松
作
り

吉
野
生
地
区
公
民
館
・
目
黒
地
区
公
民
館

フ
ラ
ワ
ー
ア
レ
ン
ジ
教
室

12
23

12
23

12
27

　

12
月
27
日
㈫
に
吉
野
生
地
区
公
民
館
・
目
黒
地
区
公
民

館
の
２
会
場
で
フ
ラ
ワ
ー
ア
レ
ン
ジ
メ
ン
ト
教
室
が
開
か

れ
ま
し
た
。

　

こ
の
教
室
は
、
各
公
民
館
が
地
域
の
女
性
に
お
正
月
の

生
け
花
教
室
で
潤
い
の
あ
る
時
間
を
過
ご
し
て
も
ら
お
う

と
毎
年
実
施
し
て
い
る
も
の
で
す
。

　

今
回
は
吉
野
生
地
区
40
名
、
目
黒
地
区
の
方
15
名
が
参

加
し
て
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

参
加
し
た
皆
さ
ん
は
、
松
や
千
両
、
蘭
な
ど
お
正
月
に

ふ
さ
わ
し
い
花
を
、
そ
れ
ぞ
れ
の
感
性
で
手
際
よ
く
活
け

込
み
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
お
正
月
飾

り
を
作
り
ま
し
た
。出
来
上
が
っ

た
作
品
を
前
に
表
情
が
ほ
こ
ろ

び
師
走
の
忙
し
さ
を
忘
れ
、
素

敵
な
お
花
で
よ
い
年
を
迎
え
ら

れ
た
こ
と
と
思
い
ま
す
。

　

公
民
館
で
は
今
後
も
地
域
の

み
な
さ
ん
と
一
緒
に
楽
し
い
行

事
の
計
画
実
施
に
努
め
て
い
き

ま
す
。
公
民
館
行
事
に
ぜ
ひ
ご

参
加
く
だ
さ
い
。

　

12
月
23
日
㈮
吉
野
生
公
民
館

で
し
め
縄
づ
く
り
教
室
が
開
か

れ
ま
し
た
。
こ
の
門
締
め
づ
く

り
は
、
伝
統
行
事
の
継
承
と
世

代
交
流
の
場
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

当
日
は
、
東
小
学
校
の
児
童

と
保
護
者
20
名
と
一
般
参
加
者

５
名
、
長
生
会
員
６
名
が
参
加

し
門
締
め
作
り
が
行
わ
れ
ま
し

た
。

　

金
谷
公
民
館
長
の
あ
い
さ
つ

の
後
、
長
生
会
・
宇
治
惣
市
さ

ん
か
ら
正
月
飾
り
の
由
来
や
使
用
す
る
材
料
や
手
順
に
つ

い
て
説
明
を
受
け
作
業
を
開
始
し
ま
し
た
。

　

一
年
生
か
ら
三
年
生
ま
で
は
保
護
者
と
一
緒
に
、
キ
ッ

ト
を
使
っ
た
輪
締
め
を
作
り
ま
し
た
。
折
り
紙
で
の
扇
や

御
幣
を
作
る
作
業
で
は
悪
戦
苦
闘
し
て
い
ま
し
た
が
、
松

や
梅
な
ど
の
造
花
と
一
緒
に
飾
り
つ
け
て
み
る
と
予
想
以

上
の
仕
上
が
り
で
嬉
し
い
笑
み
が
こ
ぼ
れ
て
い
ま
し
た
。

　

高
学
年
は
、
高
齢
者
の
指
導
の

も
と
手
際
よ
く
き
れ
い
な
門
締
め

を
仕
上
げ
、
中
に
は
２
つ
目
に
挑

戦
し
て
い
る
児
童
も
い
ま
し
た
。

　

毎
年
、
藁
や
竹
の
調
達
、
ウ
ラ
ジ

ロ
、
ツ
ル
の
葉
な
ど
の
準
備
に
協
力

い
た
だ
く
長
生
会
の
皆
さ
ん
あ
り
が

と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

12
月
23
日
㈮
、

町
民
セ
ン
タ
ー
で

松
丸
地
区
公
民
館

主
催
の
門
松
づ
く

り
教
室
が
開
催
さ

れ
、
松
野
西
小
学

校
の
児
童
と
保
護

者
約
50
名
が
参
加

し
ま
し
た
。

　

こ
の
教
室
で

は
、
持
参
し
た

ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
に

竹
を
並
べ
、
松
や

梅
の
枝
な
ど
を
思

い
思
い
に
装
飾
し
、
世
界
に
ひ
と
つ
し
か
な
い
ミ
ニ
門
松

を
作
り
ま
す
。

　

初
め
て
で
う
ま
く
い
か
な
い
児
童
も
い
ま
し
た
が
、
手

際
の
い
い
高
学
年
の
児
童
や
保
護
者
と
み
ん
な
で
助
け
合

い
な
が
ら
、
約
１
時
間
半
で
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
門
松
が
完
成

し
ま
し
た
。

　

ま
た
、
講
師
の
加
形

直
喜
さ
ん
を
中
心
に
公

民
館
長
、
分
館
長
ら
に

よ
り
巨
大
な
門
松
も
作

ら
れ
ま
し
た
。
町
民
セ

ン
タ
ー
と
西
小
学
校
の

玄
関
に
そ
れ
ぞ
れ
飾
ら

れ
、
新
年
を
気
持
ち
よ

く
迎
え
る
準
備
が
整
い

ま
し
た
。
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の掲示板ま ち

ま
ち
の
投
句
箱

娘
を
訪
ぬ
遠
き
都
も
秋
日
和 

伊
井　

は
じ
め

爽
や
か
な
流
れ
に
浴
へ
ば
妣
の
郷 

伊
藤　
　

富
子

店
た
た
む
友
の
ハ
ガ
キ
や
年
の
暮 

岡
本　
　

京
子

人
吐
い
て
吸
い
て
駅
舎
の
師
走
か
な 

金
谷　
　

恵
子

短
日
や
友
と
の
会
話
尽
き
ぬ
ま
ま 

金
谷　
　

重
子

何
も
か
も
聞
ゐ
て
居
り
け
り
炬
燵
猫 

金
谷　
　

文
惠

ま
が
り
葱
束
ね
て
売
る
や
朝
の
市 

谷　
　

き
よ
し

埋
火
を
守
る
母
の
背
の
い
と
お
し
き 

布　
　
　

康
江

ネ
ギ
一
束
風
邪
の
薬
と
道
の
駅 

ひ
の　

た
い
ら

森
の
国
俳
句
の
会
の
忘
年
会 

古
谷　
　
　

香

片
陰
に
陽
の
温
み
あ
り
石
蕗
の
花 

山
下　

ス
ミ
子

教
会
の
裏
に
ほ
つ
ほ
つ
冬
木
の
芽 

赤
松　
　

午
子

着
ぶ
く
れ
を
笑
ひ
つ
ゝ
行
く
句
会
か
な 

稲
谷　

キ
ミ
子

七
宝
の
花
ふ
き
ん
縫
う
歳
用
意 

上
田　

美
智
子

草
紅
葉
ゲ
ー
ト
ボ
ー
ル
の
音
響
く 

岡
本　
　

三
葉

枇
杷
の
花
嫁
の
忌
日
が
近
ず
き
ぬ 

竹
内　

サ
ダ
子

葛
句
会
　
十
二
月
例
会
句
会
　
於
　
町
民
セ
ン
タ
ー

吉
野
句
会
　
十
二
月
例
会
句
会
　
於
　
吉
野
生
公
民
館

　

松
丸
在
住
の
矢
野
和
泉
さ
ん
が
瑞
宝
双
光
章
を
受
章

さ
れ
ま
し
た
。

　

矢
野
さ
ん
は
、
38
年
に
わ
た
り
教
育
職
を
歴
任
し
、
昭

和
61
年
か
ら
は
地
元
の
松
野
南
小
学
校
で
校
長
を
務
め

ら
れ
ま
し
た
。
豊
か
な
経
験
と
国
語
や
社
会
科
の
専
門
的

知
識
を
生
か
し
て
、
地
域
に
根
ざ
し
た
教
育
を
実
践
し
、

特
に
教
育
環
境
の
整
備
や
児
童
の
健
全
育
成
、
小
規
模

校
の
教
育
推
進
な
ど
に
成
果
を
あ
げ
ら
れ
ま
し
た
。

　

ま
た
、
退
職
後
も
教
育
委
員
会
委
員
、
文
化
財
専
門

委
員
会
委
員
、
歴
史
研
究
指
導
講
師
、
目
黒
ふ
る
さ
と

館
館
長
な
ど
を
長
年
に
わ
た
り
務
め
、
現
在
で
も
地
域

史
の
解
明
、
地
域
文
化
の
町
内
外
へ
の
普
及
・
啓
発
に

尽
力
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

今
回
の
受
章
は
、
こ
の
よ
う
な
功
績
に
基
づ
き
、
平

成
28
年
12
月
20
日
に
南
予
地
方
局
長
か
ら
伝
達
が
行
わ

れ
、
町
長
か
ら
も
受
章
記
念
品
が
手
渡
さ
れ
ま
し
た
。

矢
野
和
泉
さ
ん
が

瑞
宝
双
光
章
を
受
章

佳
作

《
虹
の
森
公
園
》

卒
寿
な
を
凜
と
生
き
た
し
寒
椿

　
　
　
　
　
　
　
　
　

八
幡
浜
市　

前
田　

一
夘

か
す
か
な
る
音
を
降
ら
せ
て
朝
の
霜

　
　
　
　
　
　
　
　
　

八
幡
浜
市　

二
宮　

節
女

俳
句
の
ポ
ス
ト
投
句
作
品
優
秀
句
　
十
二
月
投
句
分

お
誕
生
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
（
敬
称
略
）

（
住
所
）　（
保
護
者
）    

（
出
生
児
）（
性
別
）

豊
　
岡
　
渡
邊
　
一
正
　
　
絢あ

心こ 

　
女

　
　
　
　
　
　
　
千
恵
子

健
や
か
な
成
長
を
お
祈
り
い
た
し
ま
す
。

世帯数　2,058世帯（前月比 ＋11世帯）

総人口　4,156人 （前月比 ＋15人）
　　　　男1,958人　女2,198人
【12月中の異動】
　　　　○出　生　１人　○死　亡　９人
　　　　○転　入　41人　○転　出　18人

平成28年12月31日現在
※外国人を含みます。

町�の�人�口

ご
寄
付
お
礼
（
敬
称
略
）

☆
社
会
福
祉
協
議
会
へ

善
家
　
忠
一
　
　
鬼
北
町

竹
岡
　
　
弘
　
　
松
野
町

金
谷
　
幸
美
　
　
松
野
町

中
湯
　
　
正
　
　
東
京
都
葛
飾
区

武
田
　
孝
子
　
　
千
葉
県
袖
ヶ
浦
市

長
谷
川
喜
之
　
　
松
野
町

矢
野
　
　
巧
　
　
松
野
町

薬
師
寺
瑞
夫
　
　
松
野
町

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

お
悔
み
（
敬
称
略
）

（
住
所
）　（
死
亡
者
）　
　（
享
年
）

松
　
丸
　
長
谷
川
清
市
　
　
93
歳

目
　
黒
　
土
居
　
種
子
　
　
97
歳

富
　
岡
　
矢
野
　
君
子
　
　
97
歳

豊
　
岡
　
上
野
　
一
之
　
　
80
歳

吉
　
野
　
薬
師
寺
美
智
子
　
85
歳

目
　
黒
　
立
花
　
吉
子
　
　
93
歳

延
野
々
　
西
田
　
義
光
　
　
96
歳

ご
冥
福
を
お
祈
り
い
た
し
ま
す
。
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　　　�の掲示板　　　ま　　　　　　ち

部落名 区長名 部落名 区長名
松　丸 井上　六廣 上家地 岡本　高久
延野々 森田　勝之 目　黒 岡田　春喜
豊岡後 山田　史郎 吉　野 中森　京司
豊岡前 毛利　達晴 蕨　生 山﨑　人師
富　岡 須田　正文 奥野川 西村　泰男

組　名 組長名
新　町 笹井　正之
駅前通 中宇禰一郎
本町１ 山本　盾作
本町２ 武田　善夫
本町３ 芝　　　天
東新町 新田　正人
西天満 芝　　正次
東天満 善家　勇志
礁　崎 中平　大介
向　井 山﨑　幸喜
祝　井 舛森　辰也

組　名 組長名
東　組 平賀　　隆
仲　組 井上　　靖
野　尻 渡邊　久師
住宅組 有馬　　生
古井谷 上野　則久
五郎丸 森田　治之

組　名 組長名
１番組 中脇　　優
２番組 谷口　健二
３番組 関本　　豊
４番組 上川　　修
５番組 森口　　泰
６番組 山田　史郎
７番組 山田　　勇
８番組 上川　義美

組　名 組長名
下　組 竹内　義富
中央１ 毛利　行雄
中央２ 矢野　義昌
国木谷 友岡　一郎
西の川 芝　　明廣
上目黒 河野　繁禧

組　名 組長名
１　区 小野　武男
２　区 山木　幸三
３　区 毛利　治光
４　区 池田　道夫
５　区 藤岡　　廣
６　区 増川　忠彦
７　区 入船　　信
８　区 笹井　　卓
９　区 瀧本　英敏
住宅組 井上　真一

組　名 組長名
古市場 須田はやみ
地　吉 井上　重人
久米地 森田　　位
富　民 加賀田　宏
小屋の川 高橋　　功

組　名 組長名
１　区 上山　好玄
２　区 益田　信明
３　区 村田　和宏

組　名 組長名
町　組 有馬　節男
上　在 増田　典嗣
豊　盛 太田　善英
西　組 鶴本　好福
梁　瀬 田中　邦夫
葛　川 豊田　　稔

組　名 組長名
鳥　居 安藤　正延
鈴　井 岡本　仁志
真　土 三好　　忠
谷　口 畠山　　哲
延　行 新田　光国
奥　内 室津　助吉

組　名 組長名
下　組 藤岡　義人
本　村 山崎　治紀
中　組 藤岡　正之
上　組 阪本　壽明

◆よろしくお願いします◆

※順不同、敬称略

組　名 組長名
９番組 末光　光明
10番組 杉本　敏男
11番組 鈴木　孝一
12番組 山口　利廣
住宅組 山田　慎一

平成29年の区長さん、組長さんが決まりました

富　岡

豊岡前

上家地

豊岡後

延野々

松　丸

蕨　生

吉　野

奥野川

目　黒区　長
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　近年、日本列島では大規模な災害が多発しています。災害から身を守るためには、日頃からの防災対策が重
要です。様々な災害に備え、身を守る行動をとる訓練をしましょう。

防災コーナー

～平成28年中の主な災害～

月　日 災　　害

人的被害 住家被害 非住家被害

死者 行方
不明者 重傷 軽傷・

中等症 全壊 半壊 一部
破損

床上
浸水

床下
浸水

公共
建物 その他

人 人 人 人 棟 棟 棟 棟 棟 棟 棟

１月11日 青森県三八上北地方地震
(最大震度５弱) － － － － － － － － － － －

１月14日 浦河沖地震
(最大震度５弱) － － － 2 － － － － － － －

４月14日
４月16日

熊本県熊本地方地震
(最大震度７) 178 － 1,094 1,605 8,388 32,689 146,672 － － 325 4,328

５月17日 茨城県南部地震
(最大震度５弱) － － － 1 － － － － － － －

６月16日 内浦湾地震
(最大震度６弱) － － － 1 － － 3 － － － －

６月21日 梅雨前線に伴う大雨 6 1 3 7 26 137 182 459 1,869 2 384

７月27日 茨城県北部地震
(最大震度５弱) － － － － － － － － － － －

８月20日 北日本を中心とする大雨 2 － 9 73 2 11 312 628 2,185 13 49

８月29日 台風10号 22 5 5 9 508 2,367 1,166 279 1,704 17 2,621

８月31日 熊本県熊本地方地震
（最大震度５弱） － － － 2 － － 1 － － － －

９月２日 台風12号 － － － 1 － － 1 － － － －

９月７日 台風13号 1 － － 2 － 2 5 20 165 － 2

９月19日 台風16号 1 － 12 36 6 61 386 461 1,760 2 71

９月26日 沖縄本島近海地震
（最大震度５弱） － － － － － － － － － － －

10月３日 台風18号 － － － 13 － 1 18 － 1 － 1

10月21日 鳥取県中部地震
（最大震度６弱） － － 5 25 14 198 14,232 － － － 304

11月22日 福島県沖地震
（最大震度５弱） － － 3 17 － － 1 － － － －

12月22日 糸魚川市大規模火災 － － － 16 144
焼損 － － － － － －

12月28日 茨城県北部地震
（最大震度６弱） － － － 2 － － 5 － － － －

Informationお し ら せ

【平成28年中の主な災害】



9

　　　　　　�Information　　　　　　�　　　　　　�　　　　　　�　　　　　　�　　　　　　�　　　　　　�　　　　　　�お し ら せ

農業委員会だより（２月号）
　

農
地
転
用
の
許
可
を
得
て
所
有
権
の
移
転
や
自
宅

を
建
築
し
た
場
合
で
も
、
建
物
の
登
記
を
し
た
だ
け

で
は
、
土
地
の
登
記
上
の
地
目
は
い
つ
ま
で
経
っ
て

も
農
地
の
ま
ま
で
す
。
こ
れ
は
不
動
産
登
記
法
と
農

地
法
と
い
う
異
な
る
法
律
が
あ
る
か
ら
で
す
。

　

不
動
産
登
記
法
第
37
条
で
地
目
又
は
地
積
に
変
更

が
あ
っ
た
と
き
は
、
所
有
者
は
１
ヶ
月
以
内
に
当
該

変
更
の
登
記
を
申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ

て
い
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
事
業
が
完
了
し
て
も

地
目
変
更
登
記
を
し
て
い
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
地
目
変
更
登
記
を
し
て
い
な
い
場
合
、

何
年
か
経
過
し
、
再
度
土
地
の
所
有
権
等
を
移
転
さ

せ
よ
う
と
し
て
も
、
登
記
地
目
が
農
地
の
ま
ま
で
あ

る
た
め
、す
ぐ
に
移
転
出
来
な
い
こ
と
と
な
り
ま
す
。

転
用
事
業
が
完
了
し
た
ら
必
ず
法
務
局
に
地
目
変
更

登
記
を
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
農
業
委
員
会
が
毎
年
実
施
し
て
い
る
農
地

の
利
用
状
況
調
査
の
結
果
に
よ
り
、
長
年
耕
作
が
放

棄
さ
れ
森
林
の
様
相
を
呈
し
て
い
る
な
ど
、
農
地
に

復
元
す
る
た
め
の
物
理
的
な
条
件
整
備
が
著
し
く
困

難
な
場
合
に
は
、
非
農
地
通
書
を
所
有
者
等
に
送
付

す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
場
合
も
、
法
務
局
で

地
目
変
更
登
記
を
し
な
け
れ
ば
登
記
上
の
地
目
は
変

わ
り
ま
せ
ん
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】

農
業
委
員
会
事
務
局　
　

☎
42
・
１
１
１
４

現
況
地
目
が
変
わ
っ
た
場
合
は
法
務
局

で
地
目
変
更
登
記
を
し
ま
し
ょ
う
。

各
種
無
料
相
談
所
の
開
設
に
つ
い
て

１　

行
政
相
談

【
日　
　

時
】
２
月
10
日
㈮
10
時
〜
12
時

【
場　
　

所
】
町
民
セ
ン
タ
ー　

婦
人
室

【
内　
　

容
】
行
政
に
関
す
る
苦
情
や
要
望

【
相
談
者
】
山
﨑
ル
リ
子
（
行
政
相
談
委
員
）

２　

心
配
ご
と
相
談

【
日　
　

時
】
２
月
10
日
㈮
10
時
〜
12
時

【
場　
　

所
】
町
民
セ
ン
タ
ー　

老
人
室

【
内　
　

容
】
心
配
ご
と
相
談

【
相
談
者
】
民
生
児
童
委
員

３　

人
権
相
談

【
日　
　

時
】
２
月
10
日
㈮
10
時
〜
12
時

【
場　
　

所
】
町
民
セ
ン
タ
ー　

老
人
室

【
内　
　

容
】
人
権
相
談

【
相
談
者
】
人
権
擁
護
委
員

相
続
に
関
す
る
無
料
相
談
を
実
施
し
ま
す

﹁
こ
こ
ろ
の
健
康
電
話
相
談
﹂
の
お
知
ら
せ

保
護
者・高
校
生
対
象
就
職
フ
ェ
ア
の
開
催
に
つ
い
て

　

県
司
法
書
士
会
で
は
、
毎
年
２
月
を
「
相
続
登
記
は
お
済

み
で
す
か
」
月
間
と
定
め
、
無
料
相
談
を
実
施
し
ま
す
。

　

相
続
登
記
を
は
じ
め
と
し
て
、
遺
言
、
遺
産
分
割
協
議
な

ど
相
続
に
関
す
る
相
談
に
司
法
書
士
が
適
切
な
ア
ド
バ
イ
ス

を
行
い
ま
す
。
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

【
日　

時
】
２
月
の
１
か
月
間

【
場　

所
】
県
下
各
司
法
書
士
事
務
所
に
て
随
時
承
り
ま
す
。

【
相
談
料
】
無
料

【
相
談
例
】

　

・ 

登
記
名
義
人
が
亡
く
な
っ
た
先
々
代
の
ま
ま
な
の
で
す

が

　

・ 

パ
ー
ト
ナ
ー
に
全
財
産
を
相
続
さ
せ
た
い
の
で
す
が
ど

う
す
れ
ば
い
い
の
で
す
か

　

・ 

相
続
人
の
中
に
行
方
不
明
の
人
が
い
て
、
遺
産
分
割
協

議
が
出
来
ま
せ
ん

【
問
い
合
わ
せ
先
】

県
司
法
書
士
会
（
松
山
市
南
江
戸
１
丁
目
４
番
14
号
）

☎
０
８
９
・
９
４
１
・
８
０
６
５

℻
０
８
９
・
９
４
５
・
１
９
１
４

　

県
臨
床
心
理
士
会
で
は
、
一
人
で
も
多
く
の
県
民
の
方
に
、

専
門
的
な
心
の
ケ
ア
に
接
す
る
機
会
を
提
供
す
る
た
め
に
、

こ
こ
ろ
の
健
康
電
話
相
談
を
実
施
し
ま
す
。

　

家
庭
や
職
場
に
つ
い
て
や
心
と
身
体
の
不
調
に
つ
い
て
な

ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
相
談
に
電
話
で
応
じ
ま
す
。

　

心
配
ご
と
や
不
安
な
こ
と
を
抱
え
て
一
人
で
悩
ん
で
い
ま

せ
ん
か
。
相
談
は
匿
名
で
も
お
受
け
で
き
ま
す
。
ま
た
、
秘

密
は
厳
守
い
た
し
ま
す
。
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

【
日　
　

時
】　

３
月
５
日
㈰　

９
時
〜
17
時

【
電
話
番
号
】

☎
０
８
９
・
９
５
７
・
７
０
９
４

☎
０
８
９
・
９
５
７
・
７
０
９
５

（
当
日
の
み
通
話
可
能
。
通
話
が
混
雑
し
て
繋
が
り
に
く
い
場

合
が
あ
り
ま
す
。）

【
問
い
合
わ
せ
先
】

県
臨
床
心
理
士
会
事
務
局

☎
０
７
０
・
５
５
１
６
・
８
６
４
２

　

県
南
予
地
方
局
商
工
観
光
室
で
は
、
企
業
の
人
材
確
保
を

支
援
す
る
と
と
も
に
、若
者
の
地
元
定
着
を
目
的
に
、高
校
１
・

２
年
生
と
保
護
者
の
方
を
対
象
に
就
職
フ
ェ
ア
（
合
同
企
業

説
明
会
）
を
開
催
し
ま
す
。

　

将
来
の
就
職
に
向
け
て
、
南
予
の
地
元
企
業
を
知
っ
て
い

た
だ
く
場
と
し
て
、
企
業
の
担
当
者
か
ら
話
が
聞
け
る
絶
好

の
機
会
と
な
り
ま
す
。
是
非
、
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

【
日　
　

時
】　

２
月
26
日
㈰　

13
時
〜
15
時
ま
で

【
場　
　

所
】　

県
南
予
地
方
局　

７
階
大
会
議
室

【
参
加
企
業
】　

15
社
程
度

　
　
　
　
　
　

※
県
Ｈ
Ｐ
（
地
方
局
情
報
）
で
公
表
予
定

【
参
加
料
】　

無
料

【
開
催
内
容
】・
参
加
企
業
に
よ
る
企
業
紹
介

　
　
　
　
　

 

・
企
業
情
報
、
就
職
情
報
の
提
供

【
問
い
合
わ
せ
先
】

県
南
予
地
方
局
商
工
観
光
室　

☎
28
・
６
１
４
６
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『固定資産税』こんなときには届出をお願いします

第６回愛媛の「看護にまつわるエピソード」募集

通信制って知っていますか？高校卒業の資格を取ろう！！

　固定資産税は、毎年１月１日現在の土地・家屋・償却資産の所有者に課税される税金です。次の場合は、必ず届
出をしてください。

●　建物を新築・増築したとき
　 　住宅等を新築・増築し、12月31日までに完成した場合は、翌年度の固定資産税の対象となるため、家屋調査が
必要になります。調査が済んでいない人は、連絡をしてください。

●　建物を取り壊したとき
　 　12月31日までに建物の一部又は全部を取り壊した場合は、届出をお願いします。取り壊した建物については、
翌年度から固定資産税の対象外となりますが、届出がないと課税の対象となることがあります。早めの届出をお
願いします。

●　所有者が死亡したとき
　 　固定資産の所有者が亡くなった年の12月31日までに相続登記が済んでいない場合は、「相続人代表者指定届」を
提出してください。相続人代表者に納税通知書などの関係書類を送付します。

【問い合わせ先】町民課　固定資産税担当　☎42－1112

　県看護協会では、2017年度の「看護の日・看護週間」に向け、看護にまつわるエピソードを募集します。日常の
中で感じた看護の心、看護師になりたい思い、看護師の家族への思い、忘れられない看護の場面などのエピソード
をお待ちしています。
【募集資格】　県内居住の方（年齢、職業、性別は問いません）
【応募内容】　800字以内のエッセイを募集します（必ず題名をつけてください）
　　　　　　次の①から⑥について明記してください。
　　　　　　①郵便番号・住所　②氏名（ふりがな）　③性別　④年齢　⑤電話番号・メールアドレス　⑥職業
【募集期間】　３月11日㈯まで　※当日消印有効
【応募方法】　郵送またはメール
【送付先】　郵送：〒790－0843 松山市道後町２丁目11－14
　　　　　　　　　公益社団法人愛媛県看護協会
　　　　　　メール：nursing-ehime@circus.ocn.ne.jp
【問い合わせ先】　県看護協会　事務局　☎089－923－1287

　県立松山東高等学校は、県内で唯一の公立による通信制課程のある高等学校です。
　３年以上の修業、74単位以上の単位取得などの条件を満たせば、全日制や定時制の高校と同じ高等学校卒業の資
格が得られます。
　興味のある方は、問い合わせ先までご連絡ください。
　なお、希望者本人以外には募集要項（入学願書）をお渡しできませんので、ご注意ください。

【入学資格】
　１　中学校を卒業された方
　２　平成29年３月中学校を卒業見込みの方又は中等教育学校前期課程修了見込みの方
　３　中学校卒業程度の学力を有すると認められる方
　４　高校に在学中又は、中途退学した方
【出願期間】

【問い合わせ先】
県立松山東高等学校通信制課程　（松山市持田町２丁目２―12）　☎089－945－0131

新　　入　　学
１　次 ２月１日㈬～３月３日㈮　必着
２　次 ３月21日㈫～４月４日㈫　必着

編入学・転入学
１　次 ２月１日㈬～３月１日㈬　必着
２　次 ３月10日㈮～３月16日㈭　必着

転　　入　　学 ２月１日㈬～３月17日㈮　必着
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　年金を受け取るために必要な期間（保険料納付済等期間）が10年に短縮され、これまで年金を受けることができ
なかった方も年金が受給できる可能性があります。

　年金を受け取るために必要な期間（保険料納付済等期間）を、25年から10年に短縮します。これにより、年金を受
け取れる方を増やし、これまで納めていただいた年金保険料をなるべく年金のお支払いにつなげることができます。

　既に65歳以上の方で、年金を受け取るために必要な期間（保険料納付済等期間）が10年以上の方が対象になります。
　対象者の方には平成29年２月末～平成29年７月までの間に日本年金機構から「年金請求書」を順次お送りする予
定です。

　日本年金機構から「年金請求書」が届きましたら、必要事項をご記入の上、必要書類と併せてお近くの年金事務
所までお持ちください。

　既に65歳以上の方で、保険料納付済等期間が10年以上の方は、平成29年９月分を10月にご指定の口座へ年金をお
振込みします。（以降、２ヶ月分の年金を偶数月にお支払いします）

　年金保険料を納めた期間に応じて支給される年金額が決まります。保険料を納めた期間が長ければそれだけ年金
額が多くなります。また、国民年金の後納制度や任意加入により、年金額を増やすことができる場合がありますので、
年金事務所にご相談ください。

　原則、年金を受給できません。
　ただし、保険料納付済等期間が現在10年に満たない場合でも国民年金の任意加入や保険料を後から納めることができる制度
（後納制度）により保険料納付済等期間を増やすことで、保険料納付済等期間が10年を満たすことが可能となる場合もあります。
　また、年金の額には反映されませんが、例えば海外に居住しており国民年金に加入していないなど保険料納付済等期間に加
算できる合算対象期間（いわゆる「カラ期間」）をお持ちの場合、年金が受給できる場合もあります。
　過去に「ねんきん特別便」などを受け取られ、まだご確認いただいていない未統合の年金記録をお持ちの場合でも年金記録
を統合することで年金が受給できる場合があります。お近くの年金事務所で確認できますのでご相談ください。
　なお、保険料納付済等期間が現在10年に満たない方に対しても個別にお知らせを送付する予定です。送付の時期などが決ま
りましたら改めてご案内いたします。

　年金請求書をお送りする前に、日本年金機構からお電話をすることは一切ありません。また、電話で手数料などの金銭のお
支払いを求めることや、金融機関の口座をお聞きすることはありません。不審な電話には、ご注意ください。

年金を受け取るために必要な期間（保険料納付済等期間）が10年に満たない場合はどうなりますか？

日本年金機構から年金請求書を送付するので手数料を振り込んでほしいとの電話がありました。手数料が必要なのですか？

１　何が変わるのですか？

２　対象者は誰ですか？

3　手続きは必要ですか？

4　いつから受給できますか？

5　受給できる年金額はどうなりますか？

そ の ほ か の ご 質 問 に も お 答 え し ま す
Ｑ
Ａ

Ａ
Ｑ

ご不明点等ございましたら、「ねんきんダイヤル」までお問い合わせください

月曜日（月曜が休日の場合は、休日明けの初日）／８時30分～19時
火～金曜日／８時30分～17時15分　　第２土曜日／９時30分～16時
◎土曜・日曜・祝日（第２土曜を除く）、12月29日から１月３日はご利用いただけません。
◎ 文書やFAXでの年金相談も可能です。詳しくは日本年金機構のホームページをご覧ください。

☎０５７０－０５－１１６５ 050で始まる電話でおかけになる場合は
　☎０３－６７００－１１６５

年 金 を あ き ら め て い た 皆 さ ん へ

受給資格期間25年

受給資格期間10年

28年

15年

15年

支給あり

支給あり

支給なし

これまで

平成29年
８月１日以降
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＜宇和島税務署からのお知らせ＞
　お早めに春の確定申告
　　今年も確定申告の時期になりました。
　　確定申告の準備は、もうお済みですか。

　　　　　申告と納税は　　所得税及び復興特別所得税　　３月15日㈬まで
　　　　　　　　　　　　　贈与税　　　　　　　　　　　３月15日㈬まで
　　　　　　　　　　　　　消費税及び地方消費税　　　　３月31日㈮まで

　　申告は正しく、お早めに。納税は、振替納税のご利用をお勧めします。
　　
　確定申告会場は平成29年２月16日㈭から

　　宇和島税務署の確定申告会場の開設期間は、平成29年２月16日㈭から３月15日㈬までです。
　 　確定申告会場の開設日前におきましては、限られた職員で対応しておりますので、確定申告書の作成にお越し
になられた際には、長時間お待ちいただく場合があります。

　　税務署の閉庁日（土・日曜・祝日等）は、税務署での相談及び受付は行っていません。
　　ただし、郵送等又は時間外収受箱への投かんにより、申告書を提出することはできます。
　　なお、毎年、期限間近になりますと税務署は大変混雑し、長時間お待ちいただくことが予想されます。
　　申告書はできるだけご自分で作成して、お早めに提出してください。
　　駐車場は大変混雑しますので、公共交通機関などをご利用ください。

　マイナンバーの記載にご注意ください

　 　所得税及び贈与税の確定申告書につきましては、平成28年分以降の申告書から、消費税の確定申告書につきま
しては、平成28年１月１日以降に開始する課税期間に係る申告書から、申告者ご本人や控除対象配偶者、扶養親
族及び事業専従者などのマイナンバーの記載と、本人確認書類の提示又は写しの添付が必要となりますのでご注
意ください。

　　また、郵送などによる提出の際には本人確認書類の写しの添付をお願いします。

　　　　　※【本人確認書類の例】　  例１　マイナンバーカード
　　　　　　　　　　　　　　　　　例２　通知カード ＋ 運転免許証　など

　インターネットで申告書の作成ができます
　 　国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」（http://www.e-tax.nta.go.jp）では、画面の案内に従って該
当項目を入力することにより、所得税及び復興特別所得税、贈与税、消費税及び地方消費税の申告書や青色申告
決算書などが作成できます。

　 　作成した申告書は、直接、電子申告するかＡ４サイズの普通紙に印刷して郵送などで税務署に提出することが
できます。是非ご利用ください。

　　　　　　　　　　　ご不明な点があれば、お気軽にお問い合わせください。
　　　　　　　　　　　　　　　　宇和島税務署　　宇和島市堀端町１番38号

　　　　　　　　　　　　　　　　代表電話　　　　（0895）22－4511

（電話をおかけいただくと、自動音声でご案内しますので、案内に従って、ご用件の番号を選択してください。）
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　所得申告の時期となりました。つきましては、地区ごとに申告の受付と相談を行いますので、下記の日程表をご
確認の上お越しください。
　なお、それぞれの地区で申告できない人は、下記の日程以外の時間帯に役場町民課（税務係）で3月15日㈬までに
申告をしてください。

◆　申告に必要なもの
　①　事業（農業・営業・その他）の収入支出のわかる帳簿・書類（収入内訳書・通帳・領収書など）
　②　給与、公的年金のある人は、それぞれの源泉徴収票
　③　一時所得（個人年金や生命保険満期の受け取り等）のわかる書類
　④　社会保険料（国民年金保険料等）控除証明書、生命保険料・地震（旧長期損害）保険料の支払証明書
　⑤　医療費控除を受ける人は、医療費の領収書や保険等で補てんされた金額がわかる書類、通帳など
　⑥　住宅借入金（取得）等、特別控除を受ける人は、住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書など
　⑦　障害者控除（扶養控除の障がい者も含む）の適用を受ける場合は、身体障害者手帳等
　⑧　印鑑
　⑨　所得税を口座振替で納付される人や還付金の受け取りが見込まれる人は、本人名義の通帳と印鑑

平成29年度�町県民税の所得申告の受付と相談について

地区名 対　　象　　地　　区 月　　日 曜日 時　　　　　　　間 場　　　　　　　所

松　丸 全　域 ２月16日 木 ９：00 ～ 15：00 町民センター

豊岡後 全　域 ２月17日 金 ９：00 ～ 15：00 豊岡後集会所

上家地 全　域 ２月20日 月 13：00 ～ 15：00 上家地集会所

延野々
東組　仲組　野尻　住宅組 ２月21日 火 ９：00 ～ 15：00

延野々集会所
五郎丸　古井谷 ２月22日 水 ９：00 ～ 12：00

豊岡前 全　域 ２月23日 木 ９：00 ～ 15：00 豊岡前集会所

富　岡 全　域 ２月24日 金 ９：00 ～ 15：00 富岡公民館

目　黒
国木谷　下組　中央１　中央２ ２月28日 火 ９：00 ～ 15：00

目黒基幹集落センター
西の川　上目黒 ３月１日 水 ９：00 ～ 12：00

吉　野
西組　梁瀬　豊盛 ３月２日 木 ９：00 ～ 15：00

吉野生公民館
町組　上在（葛川） ３月３日 金 ９：00 ～ 12：00

蕨　生
鳥居　鈴井　真土 ３月７日 火 ９：00 ～ 15：00

蕨生集会所
谷口　延行（奥内）（葛川） ３月８日 水 ９：00 ～ 12：00

奥野川 全　域　（奥内） ３月９日 木 ９：00 ～ 15：00 奥野川住民センター

町　内　全　域 ３月12日 日 ９：00 ～ 15：00 町民センター

【問い合わせ先】　町民課　税務係　☎42－1112

　申告の対象は、平成29年１月１日現在、松野町に住所を有する人で、平成28年１月１日から平成28年12月31日
までの所得です。
　前年中に無収入の人でも申告していない場合は、国民健康保険税の軽減が受けられないほか、所得・課税（非
課税）証明書等の発行や、児童手当の受給資格認定のための判定ができなくなります。
※　税務署で所得税の確定申告をされる人は、この町県民税の申告は必要ありません。

◆　所得申告の受付・相談の日程

　平成29年度の申告から、マイナンバーの記載が必要となります。以下の書類をご持参ください。
　・　番号確認できるもの（マイナンバーカード・通知カード・マイナンバーが記載された住民票のいずれか１つ）
　・　本人確認できるもの（免許証・パスポート・健康保険証・介護保険証・障害者手帳等）
　※　扶養親族等についてもマイナンバーの記載が必要となります。
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日 曜日 予　　定

１ 水

２ 木

３ 金

４ 土

５ 日

６ 月

７ 火

８ 水

９ 木

10 金 松野町コミュニティセンター落成30周年記念「真打ち競演」公開収録

11 土

12 日 消防団出初式

13 月

14 火

15 水

16 木

17 金

18 土

19 日

20 月

21 火

22 水

23 木

24 金

25 土

26 日 第63回不器男忌俳句大会

27 月

28 火

可　燃　物

月 町内全域

火

水 町内全域

木

金 町内全域

不　燃　物

月

火 豊岡 ･延野々 ･富岡 ･目黒 ･上家地

水

木 松丸・吉野・蕨生・奥野川

金

古　紙　類

月

火

水 豊岡・延野々・富岡・目黒・上家地

木

金 松丸・吉野・蕨生・奥野川

※葛川地区は第１金曜日
　上家地地区は第１水曜日

※葛川地区は第１・第３木曜日
　上家地地区は第１・第３火曜日

※葛川地区は毎週水曜日
　上家地地区は毎週月・金曜日

ごみ収集日程表

混ぜればゴミ！
　　　分ければ資源！
ゴミの減量化に
　　ご協力ください！
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